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総務委員会 会議録 

 

日 時  令和８年３月１３日（金曜日）  午前９時５５分～午前１１時００分 

場 所  臼杵庁舎２階 第１委員会室 

 

出席委員の氏名 

  委 員 長 梅田 德男   副委員長 甲斐  尊    委  員 戸匹 映二 

 委  員 奥田富美子   委   員 大塚 州章    委  員 内藤 康弘 

 

欠席委員の氏名 

（ な し ） 

 

説明のため出席した者の職氏名 

 政策監（総務・企画担当） 安東 信二  総務課長 佐世 善之 

消防本部消防長 中尾  敬  秘書・総合政策課長 望月 裕三 

消防本部総務課長 廣戸 隆宏  消防本部予防課長 三城 英昭 

秘書・総合政策課参事 内藤 健治  総務課参事 桑原 昇造 

その他関係職員     

 

 

出席した事務局職員の職氏名 

  書記 小嶋 佳希 

 

傍聴者 

（ 記者１名 ）  

 

会議に付した事件及び審査結果 

＜審査議案＞ 

議案番号 議 案 名 審査結果 

第５号 臼杵市職員の給与に関する条例等の一部改正について 原案可決 

第７号 
臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部改正について 
原案可決 
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第１５号 臼杵市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 原案可決 

第１６号 臼杵市火災予防条例の一部改正について 原案可決 

第１７号 他の普通地方公共団体の公の施設の利用に関する協議について 原案可決 

第１８号 大分都市広域圏連携協約の変更について 原案可決 

第１９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 原案可決 

第２０号 臼杵市過疎地域持続的発展計画の策定について 原案可決 

 

 

午前９時５５分 開議 

 

○委員長（梅田德男） 

ただいまから総務委員会を開催いたします。傍聴の申し出がありましたので許可したいと思

います。 

これより議事に入ります。本委員会に付託されました議案は８件であります。お手元の次第

にそって審査を行いたいと思います。それでは消防本部総務課所管の議案の審査を行います。

第１５号議案、臼杵市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。

執行部の説明を求めます。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 （ 付議議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（梅田德男） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。  

〇委員（内藤康弘） 

 この改正内容は全国一律ですよね。確認なんですけど、過去にそういう事例があったとかな

いとかいうのがありますか。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 内藤委員の質問にお答えします。過去５年、１０年さかのぼっても実績の方はございません。 

〇委員（甲斐 尊） 

 条例第５条第２項第２号関係なんですけども、説明では非常勤消防団員以外の方で、いろい
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ろ現場で従事されたということですけど、そこに認定というのが正しい表現かどうかなんです

けども、一般市民の方が消防活動を手伝ってくれた場合、明らかに客観的に手伝ってくれたん

だという認定はどうするのでしょうか。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 甲斐委員の質問にお答えします。基本的には協力要請があってということになりますので、

消防活動につきましては、率先的にやっていただいたときにも補償の対象になるような形にな

っております。その他救急などの活動については、協力をこちらから依頼して、何かあったと

きに補償の対象になるというような形になっております。 

〇委員（甲斐 尊） 

要請があった時はもちろん、要請がなくても意気に感じてホースを引っ張るのを手伝ったと

か、そういうことで負傷したときも補償の対象になるということで良いですね。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 甲斐委員の質問にお答えします。消防活動についてはそういう認識で結構でございます。 

〇委員（大塚州章） 

 今回は、まず 1 点は、この改定は臼杵だけのものかということと、この改定内容の団長、分

団長、部長の３段階に分かれて、上げ率が、団長が１．０３４、分団長が１．０３２、部長が

１．０３と一律になっていますが、これは国の規定か何かあるのか教えてください。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 大塚委員の質問にお答えいたします。上げ幅等につきましてということだと思いますが、こ

の改正につきましては全国一斉に行われておりまして、全国で同じ金額になっておりますので

一律ということでよろしいかと思います。 

〇委員（大塚州章） 

 同じ金額なのか、地域によっては金額が違うのか、それとも一律に上げ幅が一緒なのでしょ

うか。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

国の方から通知が出ておりますので、ちょっと他の市町村は確認はしておりませんが、おそ

らく一律で上がるような形になろうかと思っております。 

〇委員（甲斐 尊） 

 大塚委員の今の質問に関連してなんですけども、団長、分団長、部長、班長ちょっと差があ

りますよね。これ団員から何で同じ 1 人の人間が負傷したのにこういう差を設けるのかと聞か

れた時にどのような説明をしますか。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 甲斐委員の質問にお答えします。この金額の格付といいますか、これが公安職の給与表に基

づいて格付をされているような形になりますので、団員から分団長、団長という形で、差がつ

いているような形になっているということです。 
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○委員長（梅田德男） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

ないようですので、以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第１５号議案については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（梅田德男） 

異議なしと認めます。よって第１５号議案については原案のとおり可決すべきものとして決

しました。以上で消防本部総務課所管の議案審査を終わります。お疲れ様でした。 

休憩します。 

 

午前１０時０７分 休憩 

 

午前１０時０７分 再開 

 

○委員長（梅田德男） 

 再開いたします。 

それでは、消防予防課所管の議案の審査を行います。第１６号議案、臼杵市火災予防条例の

一部改正についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。 

◎消防本部予防課長（三城英昭） 

 （ 付議議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（梅田德男） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 

〇委員（奥田富美子） 

 臼杵市はこの施策の実施に努めるものとすると第２９条の７にありますが、例えば感震ブレ

ーカーとかもつけてくださいねっていうことですが、つけなくても罰則はないですよねという

ことと、どのようにこのことを対象になる人に周知していくのかイメージがつかないので教え

てください。 

◎消防本部予防課長（三城英昭） 

 奥田委員の質問にお答えします。感震ブレーカーの取りつけに関しまして罰則等はございま

せん。現在も住宅用火災警報器と位置付けは同じ扱いになりまして、推進するという形で現在
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は火災予防啓発を行う時に、住宅用火災警報器、それに加えて感震ブレーカーの設置を促進す

るように、ＳＮＳ、ホームページ等を活用し、また地域で行われる防火・防災講話の際にも、

こういった説明を行っているところであります。 

〇委員（奥田富美子） 

 すでにサウナを設置している人や、これから設置する人に、このことをお知らせする方法で

すが、購入の際にこのお話が一緒に、例えば業者さんから伝わるとかいうことはあるのでしょ

うか。 

◎消防本部予防課長（三城英昭） 

 奥田委員の質問にお答えします。サウナに関しては、事業者が設置する場合においては、簡

易サウナ設備についての届け出が義務となっております。 

〇委員（大塚州章） 

 条例の中に、個人が設けるものを除くとあります。これは、個人が例えば新築の家の中にサ

ウナを設置する場合は除外ということでよろしいですかね。サウナを設置するとなると電圧も

かかるだろうから、個人の家から出火したときの火災の発生元とかそういうのにならなければ

いいなと思ったのですがどうですか。 

◎消防本部予防課長（三城英昭） 

 大塚委員の質問にお答えします。今回火災予防条例では、個人が設けるものは除くとなって

おりまして、火災予防条例の中で不特定多数の方が、事業用、商業用という形で施設などで行

う事業者が設置するものが限定とされております。 

〇委員（大塚州章） 

 わかりました。個人の家でも、もしかしたら火災の原因になったり、また地震の時にショー

トしてとかいうことのために感震ブレーカーを設けるんだろうと思うんですけれど、今後また

何かがあれば変えなきゃいけないこともあるかなと想定して今思いました。答弁は必要ないで

す。 

○委員長（梅田德男） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

ないようですので、以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第１６号議案については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（梅田德男） 

異議なしと認めます。よって第１６号議案については原案のとおり可決すべきものとして決
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しました。以上で消防本部予防課所管の議案審査を終わります。お疲れ様でした。 

休憩します。 

 

午前１０時１８分 休憩 

 

午前１０時２０分 再開 

 

○委員長（梅田德男） 

 再開いたします。 

それでは、総務課所管の議案の審査を行います。第５号議案、臼杵市職員の給与に関する条

例の一部改正についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。 

◎総務課長（佐世善之） 

 （ 付議議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（梅田德男） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 

〇委員（奥田富美子） 

 住宅手当は数年前に話題になった住宅手当のことでしょうか。また、今回対象者は何人ぐら

いになりますか。 

◎総務課長（佐世善之） 

 奥田委員の質問にお答えいたします。以前は住居手当ということで持ち家、自身が家を所有

している職員に対して支払いしてましたので、それについては廃止をしたということでござい

ます。ですから、今回は市内に居住する方が対象ですので、ちょっと内容が異なるかと思いま

す。また市内に居住している職員は何人かということですが、令和７年度で４０８人の職員数

に対しまして３６６人、これが市内に居住しているという職員でございます。参考までに市外

に居住している人については、４２名ということで率については、1０．３％程度が市外に居住

しているということでございます。 

〇委員（甲斐 尊） 

 市役所職員に対する住民の思いからすると、やっぱり市内居住を推進するというこの趣旨は

大いに賛成であります。それでこの居住という言葉、細かいこと聞くんですけども、これはイ

コール住民票を有するというふうに理解してよろしいでしょうか。 

◎総務課長（佐世善之） 

 甲斐委員の質問にお答えいたします。居住ということで、転居した場合については、住居届

というのを出していただきます。そういった中で市内に住んでいる方については、私ども市県

民税の特別徴収義務者になっておりますので、当然市内に住んでいただいて、市県民税を市に

納めていただくというところで確認をしたいというふうに思っています。 
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〇委員（内藤康弘） 

 消防職員手当が１，６８０円から２，１６０円に上がっていますが、これが高いか安いかと

いうのはいろいろあるんですけど、緊急消防援助隊の中身について教えてください。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 内藤委員の質問にお答えいたします。緊急消防援助隊は平成７年に創設されておりまして、

全国各地で大規模な災害が起きますと、災害が発生した市町村から県知事を通じて、消防長に

要請がありますので、その要請に応じて出動するといったような単位になっておりまして、臼

杵でも現在３隊、消火隊が２隊、救急隊１隊を登録して、何かあった場合には出動するといっ

た形になっております。 

〇委員（内藤康弘） 

 そういった援助隊の１日につき２，１６０円という金額。何でこの金額になったのですか。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 内藤委員の質問にお答えいたします。国の警察の手当が２，１６０円ということで、それと

均衡を図るために２，１６０円を計上するという形にしております。 

〇委員（内藤康弘） 

 これも全国一律という考え方でいいのか。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 内藤委員の質問にお答えいたします。金額につきましては全国でバラバラでございまして、

大分県内でもバラバラでございます。１４消防本部ございますけども、今年度中に改定、或い

は今後の予定を含めて、１４消防本部中１１消防本部が２，１６０円に改定するという形にな

っております。 

〇委員（内藤康弘） 

 高いところ、安いところを教えてください。 

◎消防本部総務課長（廣戸隆宏） 

 内藤委員の質問にお答えいたします。安いところは１，６８０円でこれまでどおりで、高い

ところは２，１６０円に改定をされております。 

〇委員（大塚州章） 

 今回条例を改正して住居手当が３，０００円ということなんですが、これは原案としては、

担当課が考えて何とか臼杵に住んでもらいたいという思いから発した原案になるのか、それと

も、職員から私たち臼杵市内に住んでるからつけて欲しいんだというような、ボトムアップで

上がってきた案なのかその辺のところわかれば教えてください。 

◎総務課長（佐世善之） 

 大塚委員の質問にお答えいたします。令和７年度では市外居住者が１０．３％ということで、

過去から見ると増えてきてるという実情がございます。先ほど市県民税の話をしましたが、市

外居住が増えていけば、市県民税としても当然落ちますし、市内消費といいますか、そこで生

活することに対する消費にも繋がるので、是非とも市内には住んでいただきたいという思いか
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らになります。市長にもこの率を説明させていただいた中で、やはり自治体職員については、

地域の課題を発見するためには、地域に住むのが当然大前提だというふうに思っていますが、

様々な家庭の事情もございますので、なかなか制限はできませんけれども、その手当を払うこ

とによって、少しでも市内に住んでいただく意識づけになってもらえればなということで新設

をさせていただきました。 

〇委員（大塚州章） 

 その趣旨はよくわかります。例えばそれが、担当課の思いと職員の思いがマッチングしてい

ればいいんですけど、それがちょっとずれたりするとどうなのかなっていうのが思ったので、

それについて職員にどうなのかというような意見を伺ったのかどうか教えてください。 

◎総務課長（佐世善之） 

 大塚委員の質問にお答えいたします。先ほども言いました台風とか災害の時など、初動体制

ということで、ある程度そういった意識づけもいるんですけれども、職員側としても、やはり

市内に住んだときに、役所の職員であるがゆえにいろいろ活動を仰せつかるということもあり

ますので、そういった意味でも、職員側からの希望についても若干あったということでござい

ます。 

〇委員（奥田富美子） 

 市の職員さんが市内に住んで空気感を感じつつ、盛り上げ役になっていくということはとて

も良いと思います。来年度の職員採用の際とかに、最終的にあまり能力が変わらなかったら、

臼杵に住むという方を優先していただけたらいいなと思います。そのあたりは、採用の際にど

うされますかということと、世帯として考えるんではなくて、職員１人に対し３，０００円と

いうことでいいでしょうか。 

◎総務課長（佐世善之） 

 奥田委員の質問にお答えいたします。採用の際、採用の要綱の中で強制力はなかなかないん

ですけれども、採用後臼杵市に原則居住することと記載していますので、そういったものにつ

いては受験者には伝わっているのかなと思っています。ただ採用の時に地方公務員法の中での

成績が必要でございますので、直接便宜を図るということはなかなか難しいかというふうに考

えております。あと手当３，０００円につきましては、１人に対して月３，０００円というこ

とでございます。 

〇委員（大塚州章） 

 臼杵に住んでもらうことを推進するということなんですが、住む場所はあまりなかったりと

か、すぐ住居がなかったりすると、逆にどこに住めばいいのかとか、空き家対策も今やってい

ますが、具体的にここ空いているよとかその辺をうまくリードしてあげないと、不動産屋に言

ってもなかなかマッチングしないとかそういうのもあると思うので、その辺のところを臼杵に

住むことを推進すると同時に、居住場所の確保をきっちりした方がいいのではないかと思いま

した。これは提案です。 
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○委員長（梅田德男） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

ないようですので、以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第５号議案については、原案のとおり

可決することにご異議ありませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声 ）  

○委員長（梅田德男） 

異議なしと認めます。よって第５号議案については原案のとおり可決すべきものとして決し

ました。それでは次に第７号議案、臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部改正についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。 

◎総務課長（佐世善之） 

 （ 付議議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（梅田德男） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

ないようですので、以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第７号議案については、原案のとおり

可決することにご異議ありませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（梅田德男） 

異議なしと認めます。よって第７号議案については原案のとおり可決すべきものとして決し

ました。以上で総務課所管の議案審査を終わります。お疲れ様でした。 

休憩します。 

 

午前１０時３８分 休憩 

 

午前１０時４０分 再開 
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○委員長（梅田德男） 

 再開いたします。 

それでは、秘書・総合政策課所管の議案の審査を行います。第１７号議案、他の普通地方公

共団体の公の施設の利用に関する協議についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。 

◎秘書・総合政策課長（望月裕三） 

 （ 付議議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（梅田德男） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

ないようですので、以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第１７号議案については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（梅田德男） 

異議なしと認めます。よって第１７号議案については原案のとおり可決すべきものとして決

しました。 

それでは次に、第１８号議案、大分都市広域圏連携協約の変更についてを議題といたします。

執行部の説明を求めます。 

◎秘書・総合政策課長（望月裕三） 

 （ 付議議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（梅田德男） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 

〇委員（奥田富美子） 

 この連携を強化していくというときに、定期的な会議とかがあるとは思うんですけれど、ど

ういう方が参加してどのくらいの頻度で行われますか。 

◎秘書・総合政策課長（望月裕三） 

 奥田委員の質問にお答えします。会議自体はまず事務局レベルの幹事会というものがござい

まして、これは我々課長級の職員が参加をして原案のもとの作成をさせていただきます。また、

ビジョンの策定につきましては、ビジョンの策定検討委員会というのは別途あって、例えば大

学の教授であったり、経済団体の代表だったり、そういった大分県の識者が参加をした上で、

練ってまいります。さらに最終的には、全ての市長がそろった段階で、最終的にビジョンを策
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定します。会議回数自体は、市長が揃う会議は年に２回実施をしております。識者が揃うビジ

ョン策定会議も２回、幹事会については、大体年５回程度ぐらいのペースでやっていく、そう

いった状況であります。 

〇委員（奥田富美子） 

 そういう会議を受けて、最終的に市民にはどんな形でメリットなりをお知らせしながら展開

していくんでしょうか。 

◎秘書・総合政策課長（望月裕三） 

 奥田委員の質問にお答えします。ビジョンの策定の最終的な段階でパブリックコメントを実

施させていただいております。全市ほぼ同時期にパブリックコメントをさせていただいて、皆

さんにビジョンの告知をさせていただきながら、あとこのビジョンを見て、ご意見があった場

合には、各市で取りまとめて最終的には事務局の大分市に報告をして、その対応等お示しをす

るという手続きをとりながら、周知を図っております。 

○委員長（梅田德男） 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

ないようですので、以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第１８号議案については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（梅田德男） 

異議なしと認めます。よって第１８号議案については原案のとおり可決すべきものとして決

しました。 

それでは、次に第１９号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてを議題

といたします。執行部の説明を求めます。 

◎秘書・総合政策課長（望月裕三） 

 （ 付議議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（梅田德男） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

ないようですので、以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 
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○委員長（梅田德男） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第１９号議案については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（梅田德男） 

異議なしと認めます。よって第１９号議案については原案のとおり可決すべきものとして決

しました。 

それでは、次に第２０号議案、臼杵市過疎地域持続的発展計画の策定についてを議題といた

します。執行部の説明を求めます。 

◎秘書・総合政策課長（望月裕三） 

 （ 付議議案書及び配付資料に基づき説明 ） 

○委員長（梅田德男） 

 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手をもってお願いいたしま

す。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

ないようですので、以上で質疑を終わります。これより討論に入ります。 

（ な し ） 

○委員長（梅田德男） 

以上で討論を終わります。これより採決を行います。第２０号議案については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

○委員長（梅田德男） 

異議なしと認めます。よって第２０号議案については原案のとおり可決すべきものとして決

しました。以上で秘書・総合政策課所管の議案審査を終わります。お疲れ様でした。 

以上で総務委員会に付託されました議案議件の８件の審査を終了いたします。 

これをもちまして総務委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

午前１１時００分 閉会 

 

臼杵市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに記録を作成する。 

 

 

令和８年３月１３日 

臼杵市議会 

総務委員会委員長  梅 田  德 男 


